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重要事項説明書（指定訪問リハビリテーション） 

           （指定介護予防訪問リハビリテーション） 

 

当事業者が提供する指定（介護予防）訪問リハビリテーション（以下「訪問リハ」）の内容

に関し、あなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

 

１．事業者の概要 

 ・名称         ＮＴＴ東日本 伊豆病院 

 ・所在地        静岡県田方郡函南町平井７５０ 

 ・電話番号       ０５５－９７８－２３２０（代） 

 ・代表者氏名      ●●●● ●●●● 

 ・介護保険事業所番号  ２２１０３６０２７３ 

 ・指定年月日      平成１２年４月１日 

 ・事業の実施範囲    居住地が当院より原則片道２０分位の地域 

（函南町 三島市 伊豆の国市（旧韮山町）等） 

 

 

２．事業者の職員の概要 

 ・管理者（医師）   １名    常勤専任 

 ・理学療法士     ２名    常勤専従 

 ・作業療法士     １名    常勤専従 

 

 

３．サービスの提供時間 

 ・平日 午前９時～午後４時３０分（土日祝日・年末年始は休み） 

 

 

４．訪問リハの運営方針 

利用者が円滑な在宅療養を送ることができるよう支援します。そのために具体的な訓

練を提供し、健康や療養生活上の種々の相談に応じ、必要な資源の導入調整を行います。 



５．利用料金 

（１） 当事業者の訪問リハの提供（介護保険適応部分）に際し、介護保険給付分を

除いた自己負担分をお支払いただきます。ただし、介護保険の給付の範囲を

超えた部分のサービスについては全額自己負担となります。 

また、函南町の地域区分は「７級地」のため、下記の単位数に１０．１７円

を乗じた金額が利用料金となります。 

 

＜基本料金＞  

訪問リハビリテーション費           ２０分  ３０８単位 

   介護予防訪問リハビリテーション費       ２０分  ２９８単位 

＜加算＞ 

介護予防訪問リハビリテーション 

○サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

勤続７年以上の者が１名以上配置されている場合         ６単位／回（２０分） 

○短期集中リハビリテーション実施加算 

退院（退所）後、３か月以内に集中的（週２日以上、一日２０分以上）   ２００単位／日 

に行った場合           

訪問リハビリテーション 

○サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

勤続７年以上の者が１名以上配置されている場合         ６単位／回（２０分） 

○移行支援加算 

訪問リハビリテーション終了後に通所リハビリテーションや通所介護等の  １７単位／日 

サービスに移行する等、利用者の社会参加等を支援している場合  

○短期集中リハビリテーション実施加算 

退院（退所）後、３か月以内に集中的（週２日以上、一日２０分以上）   ２００単位／日 

に行った場合   

○認知症短期集中リハビリテーション実施加算 

認知症の利用者であって、退院（所）日又は訪問開始日から起算して３か月 

以内に集中的、リハビリテーションを行った場合に、１週間に２日を限度と ２４０単位／日 

して算定 

認知症対応型共同生活介護または特定施設入居者生活介護を受けている間は、介護保険か

らの支払いは受けられません。 

 

（２）その他の費用 

  訪問リハを提供するため、利用者のお宅で使用する水道、ガス、電気等の費用は利用者 



の負担となります。 

 

（３）料金の支払方法 

  利用者が当事業者に支払う料金の支払い方法については、月ごとの清算とします。毎月

１０日過ぎまでに、前月分ご利用いただいたサービス利用料金の精算をしますので月末

までに会計窓口にてお支払いください。 

 

 

（４）その他 

  利用者の被保険者証に支払方法の変更の記載（利用者が保険料を滞納しているため、 

サービスの提供を償還払いとする旨の記載）があるときは、費用の全額を支払って 

いただきます。この場合、当事業者でサービス提供証明書を発行しますので、この証明

書を後日、当該市町村の窓口に提出して差額（介護保険給付分）の払い戻しを受けてく

ださい。 

 

 

６．サービスの利用方法  

（１） 利用継続 

  サービスの利用継続のため、定期的に（３ヶ月に１回以上）当院の医師による診察を受

けてください。 

 

（２）サービスの終了 

  ①利用者の都合でサービスを終了する場合 

  サービスの終了を希望する日の１０日前までに申し出てください。 

 

  ②当事業者の都合でサービスを終了する場合 

  人員不足等のやむをえない事情によりサービスの提供を終了させていただく場合があり 

ます。この場合は、サービス終了日の１０日前までにご通知致します。 

 

  ③自動終了（次の場合は、サービスは自動的に終了となります。） 

・ 利用者が介護保険施設等に入所した場合 

・ 利用者の要介護度が非該当（自立）と認定された場合 

・ 利用者が１ヶ月、当サービスを利用しなかった場合 

・ 利用者が亡くなられた場合 

 



  ④その他 

・ 当事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に違反した場合、

利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、当事業者が破産

した場合、直ちにこの契約を終了することができます。 

・ 利用者がサービスの利用料金を３ヶ月以上滞納し、支払いの催告を再三したにもか

かわらず支払わないときや、利用者が当事業者に対してこの契約を継続し難い程の

背信行為を行なった場合は、直ちにこのサービスを終了させていただく場合があり

ます。 

・ 定期的な評価の結果、訪問リハの目標が達成され主治医が終了と判断した場合。 

 

 

７．サービスの内容 

当事業者があなたに当初提供するサービスは以下のとおりです。 

ご利用日（曜日）： 月・火・水・木・金  週  回  （４０分・６０分）／日 

 

内  容 ： 

 

 

 

 

○ サービスの内容・回数は、その方に合わせて適切に行います。 

○ 訪問リハを行うにあたっては、主治医の指示書に従います。 

○諸事情により、訪問時間や曜日の変更等ご相談させていただくことがあります。 

○ 担当が当日やむを得ない理由で休みとなり時間調整がつかなかったときは、サービスを提

供できない場合があります。 

○車での移動のため、交通事情等により予定時間に間に合わない場合があります。１５分以

上遅れる場合はご連絡致します。 

○利用者のご都合によりお休みされる場合は、事前に当事業所へご連絡ください。 

ご利用当日の午前８時４０分までにご連絡がない場合は、交通費として５００円を頂きま

す。 

○ 職員は常に身分証明書を携帯していますので、必要な場合は提示をお求めください。 

○担当職員間での治療経過の確認と治療の方針の相談のため動画を撮影させていただく

ことがあります。 

 

 



８．緊急時の対応方法 

 訪問リハの提供中に利用者の容体の変化等があった場合は、速やかに当院の主治医に連絡 

 します。 

主治医 
氏 名 ●●●● ●●●● 

連絡先 ＮＴＴ東日本伊豆病院 

緊急連絡先 
氏 名 ＮＴＴ東日本伊豆病院 訪問リハビリテーション 

連絡先 ０５５－９７８－２３２０ 

 

 

９．個人情報保護 

 当院では、患者様及び介護サービスご利用者の個人情報の開示・訂正・利用停止等につき

ましても「個人情報保護に関する法律」の規定に従って進めております。 

 

 

１０．非常災害対策 

 地震や台風等災害が予測される場合には、営業中止や訪問時間の変更等の対応をとらせて

いただくことがあります。 

 

 

１１．虐待防止対策 

利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を設置する等必要な体制

の整備を行うとともに、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しております。 

 

・当院は利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。 

・職員又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による虐待を受けたと思わ

れる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

・虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周

知徹底を図ります。 

・次のとおり虐待防止責任者を定めます。役職：看護師長 氏名：●●●● ●●●● 

 

 

１２．感染防止対策 

当院における感染防止対策として以下の取り組みを行っております。 

・職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 



・院内の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

・感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、職

員に周知徹底しています。 

・感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

・職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施しま

す。 

 

 

１３．業務継続に向けた取り組み 

①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に

実施するための計画、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継

続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

②職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施します。 

③定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

 

１４．ハラスメント対策 

職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向

け取り組みます。 

①職場内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範

囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 

 

（１）身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

（２）個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

（３）意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

 上記は職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。 

②ハラスメント事案が発生した場合、マニュアル等を基に即座に対応し、再発防止会議

等により、同事案が発生しないための再発防止策を検討します。 

③職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修等を実施します。ま

た、定期的に話し合いの場を設け、現場におけるハラスメント発生状況の把握に努め

ます。 

④ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改

善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 



１５．苦情処理 

 利用者は、当事業者の訪問リハの提供について、いつでも苦情を申し立てることができま

す。 

 利用者は、当事業者に苦情を申し立てたことにより、何らの差別待遇を受けません。 

 

 

 ＜苦情担当窓口＞    

 

 ○ ＮＴＴ東日本伊豆病院 企画担当     ０５５－９７８－２３２０（代表） 

 

 ○ 市町介護保険担当   函南町      ０５５－９７９－８１２６ 

              三島市      ０５５－９８３－２６０７ 

              伊豆の国市    ０５５８－７６－８００９ 

              沼津市      ０５５－９３４－４８３５ 

 

 ○ 静岡県国民健康保険団体連合会  

介護保険課     ０５４－２５３－５５９０（苦情専用） 

 

 

 

           説明日時     年    月    日 

 

                  説明者氏名                 印      

 

 

説明に同意をしました 

 

                  利用者氏名                 印    

 

 

                  利用者代理（続柄）             印     


